
改 正 後 改 正 前 

（185 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－特定の医療法人である連結法人の分） （188 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書－特定の医療法人である連結法人の分） 



改 正 後 改 正 前 

（186 個別帰属額等の一覧表） （189 個別帰属額等の一覧表） 

個別帰属額等の一覧表 連 結 事 業 年 度 

又は課税事業年度 

  ：  ： 

  ：  ： 

連結親

法人名 

連結親法人及び連結子法人の個別帰属額等は、次のとおりであり、その計算の基礎は別添の連結法人に係

る個別帰属額等の届出書のとおりです。 

一連番号 法 人 名   納 税 地 等 

売 上 金 額  期中

加入
個別所得金額又は個別欠損金額

個 別 帰 属 額 

連結親法人 

百万円 

円 

外               円

連 

結 

子 

法 

人 

１ 
外 

外

外 

外 

外

外

外

外 

連結子法人数 

        法人 連結親法人及び連結子法人の個別帰属額等の合計額 
外 

参

考

期首の連結子法人数 法人 

期

中

加入した連結子法人数 法人 

離脱した連結子法人数 法人 

期末の連結子法人数 法人 

25.06改正

（

規

格

Ａ

４

）

個別帰属額等の一覧表 連 結 事 業 年 度 

又は課税事業年度 

  ：  ： 

  ：  ： 

連結親

法人名

連結親法人及び連結子法人の個別帰属額等は、次のとおりであり、その計算の基礎は別添の連結法人に係

る個別帰属額等の届出書のとおりです。 

一連番号 法 人 名   納 税 地 等 

売 上 金 額 期中

加入
個別所得金額又は個別欠損金額

個 別 帰 属 額

連結親法人

百万円 

円 

外               円

連

結

子

法

人

１ 
外 

外

外 

外 

外

外

外

外 

連結子法人数 

        法人 連結親法人及び連結子法人の個別帰属額等の合計額 
外 

参

考

期首の連結子法人数 法人

期

中

加入した連結子法人数 法人

離脱した連結子法人数 法人

期末の連結子法人数 法人

24.06改正

（

規

格

Ａ

４

）



改 正 後 改 正 前 

（186 個別帰属額等の一覧表） （189 個別帰属額等の一覧表） 

「個別帰属額等の一覧表」の記載要領

１ この一覧表は、法人税法（以下「法」といいます。）第 81 条の 22 第２項《連結確定申告書の添付書類》の規定
により、連結親法人が、各連結事業年度の法第 81条の 18 第１項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定により

計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の

計算の基礎を記載した書類（個別帰属額に関する書類）として使用し、個別帰属額等の届出書と併せて、連結確定
申告書の添付書類として提出してください。 

  また、この一覧表は、復興特別法人税に関する省令第１条第２項《復興特別法人税申告書の記載事項》の規定に

より、連結親法人が、各課税事業年度の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保
に関する特別措置法第 52 条第１項《連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される復

興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金

額の計算の基礎を記載した書類（連結復興特別法人税の個別帰属額に関する書類）として使用し、個別帰属額等の
届出書と併せて、復興特別法人税申告書の添付書類として提出してください。 

なお、連結親法人が連結確定申告書と併せて復興特別法人税申告書を提出する場合において、連結法人税及び連

結復興特別法人税の個別帰属額を記載したこの一覧表及びこれらの個別帰属額に関する書類を連結確定申告書に
添付したときは、連結復興特別法人税の個別帰属額の一覧表及びその個別帰属額に関する書類を復興特別法人税申

告書に添付したものとして取り扱われますので、これらの書類を復興特別法人税申告書に添付しなくても差し支え

ありません。 

（注）１ この一覧表に添付する「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」については、代表者及び
経理担当者の自署押印は不要です。 

２ 連結確定申告書の添付書類は、この一覧表を表紙として、連結親法人及び各連結子法人ごとに、「個別

帰属額に関する書類」、「貸借対照表及び損益計算書」、「株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処
分表」、「勘定科目内訳明細書」、「連結親法人の事業等の概況に関する書類」、「組織再編成に係る契

約書等の写し」、「組織再編成に係る主要な事項の明細書」の順に添えて提出してください。 

３ 「個別帰属額に関する書類」は、連結親法人及び各連結子法人とも個別帰属額等の届出書の様式（個別
帰属額の届出書及びその付表並びに個別帰属額の計算の基礎を記載した書類［別表三(二)～別表十七の二

（三）付表及び復興特別法人税申告書別表二～別表三付表］の各様式）を使用して作成してください。 

なお、連結子法人に係る個別帰属額に関する書類については、個別帰属額の届出書と併せて提出する個
別帰属額の計算の基礎を記載した書類[別表三(二）～別表十七の二（三）付表及び復興特別法人税申告書

別表二～別表三付表]の添付を省略することができます。 

２ 各欄の記載要領 

(1) 「納税地等」欄は、連結親法人にあっては納税地を記載し、連結子法人にあっては本店又は主たる事務所の所

在地を記載してください。 
(2) 「売上金額」欄は、損益計算書の売上（収入）金額の合計額（雑収入、営業外収益及び特別利益を除きます。）

を百万円単位（百万円未満の端数は切り上げます。）で記載してください。 

(3) 「個別所得金額及び個別欠損金額」欄は、「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」の「個別所
得金額及び個別欠損金額 1」欄の金額を記載してください。 

(4) 「個別帰属額」欄の本書には、「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」の種類によりそれぞれ

次の金額を記載してください。 
 イ 連結親法人が普通法人（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分……「連結法人税個別帰属額 14」欄

 ロ 連結親法人が協同組合等である連結法人の分……「連結法人税個別帰属額 12」欄 

 ハ 連結親法人が特定の医療法人である連結法人の分……「連結法人税個別帰属額 12」欄 

(5) 「個別帰属額」欄の外書には「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書付表」の「連結復興特別法
人税個別帰属額 3」欄の金額を記載してください。 

(6) 「期中加入」欄は、連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなったことにより、

「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類（加入）」を提出した子法人について○を付してくだ
さい。 

(7) 「連結子法人数    法人」欄は、連結子法人数の合計を記載してください。 

(8) 「連結親法人及び連結子法人の個別帰属額の合計額等」欄は、連結親法人及び全ての連結子法人に係る個別帰
属額等の合計を記載してください。 

(9) 「参考」欄は、連結子法人の異動状況を記載してください。 
なお、「加入した連結子法人数」欄は、連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有すること

となった子法人数を記載し、「離脱した連結子法人数」欄は、連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなく

なった子法人数を記載してください。 

（注） この一覧表に記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載し添付してください。 

「個別帰属額等の一覧表」の記載要領

１ この一覧表は、法人税法（以下「法」といいます。）第 81 条の 22 第２項《連結確定申告書の添付書類》の規定
により、連結親法人が、各連結事業年度の法第 81条の 18 第１項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定により

計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の

計算の基礎を記載した書類（個別帰属額に関する書類）として使用し、個別帰属額等の届出書と併せて、連結確定
申告書の添付書類として提出してください。 

  また、この一覧表は、復興特別法人税に関する省令第１条第２項《復興特別法人税申告書の記載事項》の規定に

より、連結親法人が、各課税事業年度の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保
に関する特別措置法第 52 条第１項《連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される復

興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金

額の計算の基礎を記載した書類（連結復興特別法人税の個別帰属額に関する書類）として使用し、個別帰属額等の
届出書と併せて、復興特別法人税申告書の添付書類として提出してください。 

なお、連結親法人が連結確定申告書と併せて復興特別法人税申告書を提出する場合において、連結法人税及び連

結復興特別法人税の個別帰属額を記載したこの一覧表及びこれらの個別帰属額に関する書類を連結確定申告書に
添付したときは、連結復興特別法人税の個別帰属額の一覧表及びその個別帰属額に関する書類を復興特別法人税申

告書に添付したものとして取り扱われますので、これらの書類を復興特別法人税申告書に添付しなくても差し支え

ありません。 

（注）１ この一覧表に添付する「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」については、代表者及び
経理担当者の自署押印は不要です。 

２ 連結確定申告書の添付書類は、この一覧表を表紙として、連結親法人及び各連結子法人ごとに、「個別

帰属額に関する書類」、「貸借対照表及び損益計算書」、「株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処
分表」、「勘定科目内訳明細書」、「連結親法人の事業等の概況に関する書類」、「組織再編成に係る契

約書等の写し」、「組織再編成に係る主要な事項の明細書」の順に添えて提出してください。 

３ 「個別帰属額に関する書類」は、連結親法人及び各連結子法人とも個別帰属額等の届出書の様式（個別
帰属額の届出書及びその付表並びに個別帰属額の計算の基礎を記載した書類［別表三(二)～別表十七（四）

及び復興特別法人税申告書別表二～別表三付表］の各様式）を使用して作成してください。 

なお、連結子法人に係る個別帰属額に関する書類については、個別帰属額の届出書と併せて提出する個
別帰属額の計算の基礎を記載した書類[別表三(二）～別表十七（四） 及び復興特別法人税申告書別表二

～別表三付表]の添付を省略することができます。 

２ 各欄の記載要領 

(1) 「納税地等」欄は、連結親法人にあっては納税地を記載し、連結子法人にあっては本店又は主たる事務所の所

在地を記載してください。 
(2) 「売上金額」欄は、損益計算書の売上（収入）金額の合計額（雑収入、営業外収益及び特別利益を除きます。）

を百万円単位（百万円未満の端数は切り上げます。）で記載してください。 

(3) 「個別所得金額及び個別欠損金額」欄は、「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」の「個別所
得金額及び個別欠損金額 1」欄の金額を記載してください。 

(4) 「個別帰属額」欄の本書には、「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書」の種類によりそれぞれ

次の金額を記載してください。 
 イ 連結親法人が普通法人（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分……「連結法人税個別帰属額 14」欄

 ロ 連結親法人が協同組合等である連結法人の分……「連結法人税個別帰属額 12」欄 

 ハ 連結親法人が特定の医療法人である連結法人の分……「連結法人税個別帰属額 12」欄 

(5) 「個別帰属額」欄の外書には「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書付表」の「連結復興特別法
人税個別帰属額 3」欄の金額を記載してください。 

(6) 「期中加入」欄は、連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなったことにより、

「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類（加入）」を提出した子法人について○を付してくだ
さい。 

(7) 「連結子法人数    法人」欄は、連結子法人数の合計を記載してください。 

(8) 「連結親法人及び連結子法人の個別帰属額の合計額等」欄は、連結親法人及び全ての連結子法人に係る個別帰
属額等の合計を記載してください。 

(9) 「参考」欄は、連結子法人の異動状況を記載してください。 
なお、「加入した連結子法人数」欄は、連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有すること

となった子法人数を記載し、「離脱した連結子法人数」欄は、連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなく

なった子法人数を記載してください。 

（注） この一覧表に記載しきれない場合は、適宜の用紙に記載し添付してください。 



改 正 後 改 正 前 

（193 更正等に伴う連結利益積立金額等のお知らせ） （194 更正等に伴う連結利益積立金額等のお知らせ） 

16.06改正

納　 税　 充　 当　 　 金

未 　 納　  連　  結 　 法 　 人　 税

未納法人税

未　　納　　道　　府　　県　　民　　税

未　　納　　市　　町　　村　　民　　税

差 引　　 合 　　 計 　　 額

一連番号

区　　　　　　　分

法　　　人　　　名

各

連

結

法

人

の

連

結

個

別

利

益

積

立

金

額

別紙１（翌期首現在連結利益積立金額） （　　枚のうち　　枚目）

翌期首現在連結利益積立金額

25.06改正

納　 税　 充　 当　 　 金

未 　 納　  連　  結 　 法 　 人　 税

未納法人税及び未納復興特別法人税

未　　納　　道　　府　　県　　民　　税

未　　納　　市　　町　　村　　民　　税

差 引　　 合 　　 計 　　 額

一連番号

区　　　　　　　分

法　　　人　　　名

各

連

結

法

人

の

連

結

個

別

利

益

積

立

金

額

別紙１（翌期首現在連結利益積立金額） （　　枚のうち　　枚目）

翌期首現在連結利益積立金額



改 正 後 改 正 前 

（194 更正等に伴う連結利益積立金額等のお知らせ） （194 更正等に伴う連結利益積立金額等のお知らせ） 

当 期 連 結 法 人 税 個 別 帰 属 額

当期連結欠損金個別帰属発生額

区　　　　　　分

一連
番号

繰 越 損 益 金

小 計

納 税 充 当 金

　未払連結法人税個別帰属額　

　　　　　積　立　金　

連 結 法 人 名
（個別帰属額の届出書「1」((ｲ)＋(ﾛ))の金額）

（個別帰属額の届出書「21」の金額）

翌期首現在連結個別利益積立金額翌期首現在連結個別利益積立金額 区　　　　　　分

未 納 法 人 税

利　益　準　備　金

未 納 道 府 県 民 税

未 納 市 町 村 民 税

差 引 合 計 額

別紙２（翌期首現在連結個別利益積立金額等） （　　枚のうち　　枚目）

（別表七の二付表二「27」の金額）

（個別帰属額の届出書「14」の金額）

翌期へ繰り越す連結欠損金個別帰属額

当期個別所得金額又は個別欠損金額

別紙２（翌期首現在連結個別利益積立金額等） （　　枚のうち　　枚目）

（別表七の二付表二「27」の金額）

（個別帰属額の届出書「14」の金額）

翌期へ繰り越す連結欠損金個別帰属額

当期個別所得金額又は個別欠損金額

未 納 市 町 村 民 税

差 引 合 計 額

未 納 道 府 県 民 税

未　納　法　人　税　及　び
未 納 復 興 特 別 法 人 税

利　益　準　備　金

連 結 法 人 名
（個別帰属額の届出書「1」((ｲ)＋(ﾛ))の金額）

（個別帰属額の届出書「21」の金額）

翌期首現在連結個別利益積立金額翌期首現在連結個別利益積立金額 区　　　　　　分

　　　　　積　立　金　

小 計

納 税 充 当 金

　未払連結法人税個別帰属額　

繰 越 損 益 金

一連
番号

当期連結法人税個別帰属額及び連結復興特別法人税個別帰属額

当期連結欠損金個別帰属発生額

区　　　　　　分



改 正 後 改 正 前 

（201 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） （201 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（202 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書（正本）） （202 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書（正本）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（202 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） （201 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（202 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） （201 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（202 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） （201 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（202 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） （201 復興特別法人税額等の  通知書及び加算税の賦課決定通知書） 

（廃 止）  



改 正 後 改 正 前 

（203 復興特別法人税額の加算税の賦課決定通知書） （202 復興特別法人税額の加算税の賦課決定通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（203 復興特別法人税額の加算税の賦課決定通知書） （202 復興特別法人税額の加算税の賦課決定通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（209 認定要件チェック表（第３表）） （209 認定要件チェック表（第３表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（209 認定要件チェック表（第３表）） （209 認定要件チェック表（第３表）） 

（新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（210 役員の状況第３表付表１） （210 役員の状況第３表付表１） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（210 役員の状況第３表付表１） （210 役員の状況第３表付表１） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（211 帳簿組織の状況第３表付表２） （211 帳簿組織の状況第３表付表２） 

（新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（212 認定要件チェック表（第４表）） （212 認定要件チェック表（第４表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（212 認定要件チェック表（第４表）） （212 認定要件チェック表（第４表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（212 認定要件チェック表（第４表）） （212 認定要件チェック表（第４表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（213 財産の運用及び事業運営の状況等第４表付表１） （213 財産の運用及び事業運営の状況等第４表付表１） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（213 財産の運用及び事業運営の状況等第４表付表１） （213 財産の運用及び事業運営の状況等第４表付表１） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（214 財産の運用及び事業運営の状況等第４表付表２） （214 財産の運用及び事業運営の状況等第４表付表２） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（215 認定要件チェック表（第５表）） （215 認定要件チェック表（第５表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（215 認定要件チェック表（第５表）） （215 認定要件チェック表（第５表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（216 認定要件チェック表（第６・７・８表）） （216 認定要件チェック表（第６・７・８表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（216 認定要件チェック表（第６・７・８表）） （216 認定要件チェック表（第６・７・８表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（217 寄附金を充当する予定の事業内容等） （217 寄附金を充当する予定の事業内容等） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（218 寄附者名簿） （218 寄附者名簿） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

（新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） （219 租税特別措置法施行令第 39 条の 23 第１項第５号ニに定める事項を記載した書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（220 異動届出書（認定特定非営利活動法人用）） （220 異動届出書（認定特定非営利活動法人用）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（221 認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の届出書） （221 認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の届出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（221 認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の届出書） （221 認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の届出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（222 認定特定非営利活動法人が海外への送金又は金銭の持出しを行う場合の届出書） （222 認定特定非営利活動法人が海外への送金又は金銭の持出しを行う場合の届出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（222 認定特定非営利活動法人が海外への送金又は金銭の持出しを行う場合の届出書） （222 認定特定非営利活動法人が海外への送金又は金銭の持出しを行う場合の届出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（223 認定特定非営利活動法人が合併した場合の必要書類の提出書） （223 認定特定非営利活動法人が合併した場合の必要書類の提出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（223 認定特定非営利活動法人が合併した場合の必要書類の提出書） （223 認定特定非営利活動法人が合併した場合の必要書類の提出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（224 認定特定非営利活動法人としての認定の取消通知書（通知）） （224 認定特定非営利活動法人としての認定の取消通知書（通知）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（224 認定特定非営利活動法人としての認定の取消通知書（通知）） （224 認定特定非営利活動法人としての認定の取消通知書（通知）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（225 特定医療法人としての承認を受けるための申請書） （225 特定医療法人としての承認を受けるための申請書） 

（新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（225 特定医療法人としての承認を受けるための申請書） （225 特定医療法人としての承認を受けるための申請書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（226 申請者の医療施設等の明細表（申請書付表）） （226 申請者の医療施設等の明細表（申請書付表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（226 申請者の医療施設等の明細表（申請書付表）） （226 申請者の医療施設等の明細表（申請書付表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（226 申請者の医療施設等の明細表（申請書付表）） （226 申請者の医療施設等の明細表（申請書付表）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（227 承認要件を満たす旨を説明する書類） （227 承認要件を満たす旨を説明する書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（227 承認要件を満たす旨を説明する書類） （227 承認要件を満たす旨を説明する書類） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（228 申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表（書類付表 1）） （228 申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表（書類付表 1）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（228 申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表（書類付表 1）） （228 申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表（書類付表 1）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） （229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） （229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） （229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） （229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） 

 （新 設） 
「申請者の経理等に関する明細表」（書類付表 2）の記載要領

１ 各欄共通

① 特殊関係者とは、法人の設立者、理事、監事、評議員若しくは社員（以下「設立者等」といいま

す。）又はこれらの者と親族等の関係を有する者をいいます。

   なお、親族等とは、次の者をいいます。

  イ 設立者等と親族関係にある者

  ロ 設立者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  ハ 設立者等の使用人及び使用人以外の者で当該設立者等から受ける金銭その他の財産によって生

計を維持しているもの

  ニ ロ又はハに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

② 記載しきれない場合には、新たに欄を設けるか又は当該用紙を複数枚使用してください。

２ 「１ 法人の特殊関係者の施設の利用明細」欄

① 次の区分に応じて記載してください。

イ 法人の特殊関係者に対して、法人の土地、建物等の物件を賃貸（無償で使用させている場合を

含みます。）している場合には、「施設の貸与」欄にその内容を記載してください。

 ロ 法人の特殊関係者に対して、病院等において診療を行っている場合には、「病院の利用」欄に

その内容を記載してください。

ハ 法人の特殊関係者に対して、上記以外に当該法人の施設を利用させている場合には、「その他」

欄にその内容を記載してください。

② 「特殊の関係」欄には、使用者が理事長であれば「理事長」と、理事の配偶者であれば「理事○

○の配偶者」と記載してください。

 ③ 「内容」欄には、その施設の利用状況（例えば、社宅として建物を貸与、診療、入院による診療

等）を記載してください。

 ④ 「利用年月日」欄には、その施設の利用年月日（例えば、社宅の貸与の場合には利用期間、診療

であれば診療日）を記載してください。

３ 「２ 法人の特殊関係者に対する貸付金の明細」欄

 ① 法人の特殊関係者に対する貸付金がある場合に記載してください。

② この表の記載は、貸付先の異なるごとに記載してください。

③ 貸付金現在高は、前期の末日現在の金額を記載してください。

④ 貸付当初の元本は、貸換えにより継続しているものについては、当初の金額を記載してください。

⑤  「特殊の関係」欄には、貸付の相手方が理事長であれば「理事長」と、理事の配偶者であれば「理

事○○の配偶者」と記載してください。

４ 「３ 法人の特殊関係者に対する譲渡資産の明細」欄

 ① 3 期前の事業年度の開始の日から申請の日までの期間内又は定期提出書類の対象事業年度におい
て、法人の特殊関係者（譲渡時に特殊関係者であった者を含みます。）に対して、法人の土地、建物、

医療機械器具等の主要な資産の譲渡がある場合に記載してください。

 ② 「特殊の関係」欄には、譲渡の相手方が理事長であれば「理事長」と、理事の配偶者であれば「理

事○○の配偶者」と記載してください。

５ 「４ 法人の業務に従事している特殊関係者である従業員の明細」欄

 ① 申請時の従業員（法人の業務に従事している理事、監事又は評議員等を含みます。）のうち、法人

の特殊関係者について記載してください。



改 正 後 改 正 前 

（229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） （229 申請者の経理等に関する明細表（書類付表 2）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（230 特定医療法人の法人税率の特例の適用の取りやめの届出書） （230 特定医療法人の法人税率の特例の適用の取りやめの届出書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（231 特定医療法人の承認申請の承認通知書（通知）） （231 特定医療法人の承認申請の承認通知書（通知）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（232 特定医療法人の承認申請の却下通知書（通知）） （232 特定医療法人の承認申請の却下通知書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（232 特定医療法人の承認申請の却下通知書（通知）） （232 特定医療法人の承認申請の却下通知書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（232 特定医療法人の承認申請の却下通知書） （232 特定医療法人の承認申請の却下通知書） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（233 特定医療法人の承認の取消通知書（通知）） （233 特定医療法人の承認の取消通知書（通知）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（233 特定医療法人の承認の取消通知書（通知）） （233 特定医療法人の承認の取消通知書（通知）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（233 特定医療法人の承認の取消通知書（要領）） （233 特定医療法人の承認の取消通知書（要領）） 

 （新 設） 



改 正 後 改 正 前 

（237 源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書） （210 源泉所得税の納期の特例申請の却下通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（239 源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書） （212 源泉所得税の納期の特例の承認取消通知書） 



改 正 後 改 正 前 

（243 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請を承認しないことの決定通知書 ） （216 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請を承認しないことの決定通知書 ） 



改 正 後 改 正 前 

（244 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認の取消通知書） （217 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認の取消通知書） 


